
事務処理欄
本人確認書類

受付者
免 パ 健 その他（ ）

備考欄

注意事項

１．国民年金法などの法律に規定する戸籍に関する証明の請求に限ります。
※他の用途には使用できません。

２．１を確認するため、証明の提出先から送付された文書を提示してください。
※提示がない場合、交付できないこともあります。

３．戸籍謄本（抄本）ではありません。
戸籍に関する証明（一部事項証明）での可否は提出先に確認してください。

偽りその他不正の手段により交付を受けた者は、３０万円以下の罰金に処せられます。

必要な戸籍

本 籍 宮代町

筆頭者

請求者と必要な戸籍
の筆頭者との関係

本人 夫 妻 子 孫 父母 祖父母

その他（ ）

記載が必要な人の氏名 手数料 無料

戸籍に関する証明（一部事項証明）の請求書

平成 年 月 日

宮代町長 あて

請求者
（窓口に来た方）

住 所

氏 名
フ リ ガ ナ

電話 （ ）

明治・大正・昭和・平成

年 月 日

明治・大正・昭和・平成

年 月 日


